
令和８年度「川口市芸術功労賞」受賞候補者推薦要項 
 
 
 長年にわたり芸術文化活動に貢献し、その功労が顕著で他の模範となる方などに対し表

彰を行い、もって本市の文化芸術の発展に資することを目的とする「川口市芸術功労賞」

の表彰を行いますので、次の事項に基づき推薦してください。 

 
１ 対象分野 

芸術功労賞の対象となる分野は、文学、美術、音楽、舞踊、演劇、映像、伝統芸能、

生活文化、その他これらに類する分野のいずれかとします。 
 

２ 受賞候補者 
市内に居住又は勤務する者若しくは市内の文化団体に所属する者であり、主として

市内において芸術文化活動を行う者又は団体のうち、次のいずれかに該当する者とし

ます。 
（１）芸術文化の活動歴が長く、創作等により顕著な業績をあげた者又は団体 
（２）長年にわたり文化団体の運営に従事し、文化団体の育成などに貢献した方、又は

文化活動の指導を行い市民の文化活動の発展に貢献し、その功労が顕著である者又

は団体 

 
３ 受賞候補者の推薦 
（１）推薦は、対象分野の関係団体長及び公の施設長及び一般推薦とします。 
（２）受賞候補者は、これまでの活動実績が特に優れ、また、今後の活躍に期待でき

る者又は団体とします。 
（３）推薦書（別紙様式）に必要事項を詳しく記入のうえ、参考資料（作品・記録画

像、音源、表彰状・実績記録の写し等）を添付してください。 
（４）参考資料は、１０枚以内に収めてください。 

 
 ※ 詳しい記載がなく活動内容が判然としない場合には、選考対象から除かれる場合

がありますのでご了承ください。 
 

４ 募集期間 
  令和８年６月１日(月)～７月１０日(金)持参または郵送してください。(消印有効) 

 
（１）持参の場合：川口市青木２－１－１ 川口市役所第二本庁舎３階 文化推進室 
（２）郵送の場合：〒332-8601 川口市青木２－１－１ 

川口市市民生活部文化推進室あて 
 
５ お問合せ 

川口市市民生活部文化推進室 TEL ０４８－２５８－１１１６（直通） 
 



個 人 用 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

川口市芸術功労賞被表彰者推薦書 
 

 

(あて先) 川口市長 様 

 

推薦者 住  所  

 
氏  名 

(団体名) 

 

 

 電話番号  

 

 川口市文化三賞表彰規程第２条及び第３条に該当する者として、次のとおり推薦します。 

 

（ふりがな） 

氏  名 

 生年月日（年齢） 

 
（明・大・昭・平） 

 年  月  日(  歳) 

現 住 所 

〒 

電話番号  
 

対象分野  
メール 

アドレス  

推

薦

理

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）推薦理由の欄には、文化活動の内容、地域への影響等を具体的に記載してください。 



団 体 用 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

川口市芸術功労賞被表彰者推薦書 
 
 
(あて先) 川口市長 様 
 

推薦者 住  所  

 
氏  名 

(団体名) 

 

 

 電話番号  

 
 川口市文化三賞表彰規程第２条及び第３条に該当する団体として、次のとおり推薦します。 
 

（ふりがな） 
団 体 名 

 
  
 

代表者 
氏 名  

代表者住所 

〒 

 

 
電話番号 

 

対象分野  
メール 

アドレス  

推

薦

理

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）推薦理由の欄には、文化活動の内容、地域への影響等を具体的に記載してください。 



経  歴  書 
 

芸

術

文

化

活

動

経

歴 

年  月～   年  月 活  動  内  容 

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

 年  月～  年  月  

表

彰

歴 

年   月   日 表  彰  内  容 

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

その他の 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 
 


